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   定期預金の金利を優遇  

京銀特別年金定期の取り扱いを開始！ 
 
 
 
京都銀行（頭取 柏原 康夫）では、平成２１年２月１３日（金）から、当行に公的年金

や各種手当の振込をご指定いただいているお客様を対象に、新規預入れ（継続を含む）で     

期間１年の定期預金の金利を「年０.３％」上乗せする「京銀特別年金定期」の取り扱いを

開始しますのでお知らせいたします。 

 

さらに、同日から「京銀 年金キャンペーン」として、キャンペーン期間中に①公的年金       

振込を新規でご指定、または②当行で公的年金振込をご指定いただいているお客様で、定期

預金を３０万円以上かつ預入期間１年以上の新規または増額でお預入れいただいたお客様

向けに、先着１万名様に「薬用ハンドソープセット」をプレゼントいたします。 

 

  当行では、今後ともお客様の多様なニーズにお応えできる商品開発を積極的に進め、       
資産運用のお手伝いをしてまいります。 

記 

 
１．「京銀特別年金定期」 

 （１）内  容 

適用金利 店頭表示金利＋０．３％ （初回満期日までに限り適用します） 

対象となるお客様 

①当行で公的年金または各種手当の振込指定をいただいているお客様 
②新たに当行で公的年金または各種手当の受け取りを開始されるお客様 
    ※6 カ月以内に公的年金を受取開始予定の場合を含みます 
③制度上、公的年金または各種手当の受給資格を持たない 65 歳以上の  
  在日外国人のお客様 

預入限度額 お一人様 ２００万円以内 

対象となる預金 スーパー定期 期間 1 年 

取扱期間      平成 21 年 2 月 13 日（金）～平成 21 年 6 月 5 日（金） 

預入店舗 公的年金・各種手当の振込指定口座のある１店舗に限ります 
   ※ネットダイレクト支店では取り扱いをしておりません 

※ ２月12日現在のスーパー定期預金1年の上乗せ後の金利は年０.５５％（税引き後０.４４％）となります。 
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平成 21 年 2 月 12 日 
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（２）窓口にご提示いただく確認書類等について 

対象となるお客様 窓口にご提示いただく書類・証書等 

当行で公的年金の振込指定をされている 

お客様 
年金受取指定口座の通帳 

当行で以下の各種手当の振込指定をされて

いるお客様 

  児童扶養手当 

  特別児童扶養手当 

  障害児福祉手当  

  特別障害者手当 

  福祉手当 

  医療特別手当  

  特別手当 

  健康管理手当 

  保健手当 

  

 

  児童扶養手当証書 

  特別児童扶養手当証書 

  障害児福祉手当受給者証明書 

  特別障害者手当受給者証明書 

  福祉手当受給者証明書 

  医療特別手当証書 

  特別手当証書 

  健康管理手当証書 

  保健手当証書 

    ※ 受給者証明書は福祉事務所で交付を受ける 

       ことができます。 

新たに当行で公的年金あるいは各種手当の

受け取りを開始されるお客様 

裁定請求書あるいは支払機関変更届 
  ※ 取扱期間中に新規指定、変更手続きが 

      できるお客様を対象としております。 

制度上、公的年金・各種手当の受給資格を

持たない６５歳以上の在日外国人のお客様 

外国人登録証明書、外国人登録原票の写

し、外国人登録原票記載事項証明書、運転

免許証、のいずれか 

                    
                 

  
２．「京銀 年金キャンペーン」 

対象となるお客様

①公的年金振込を新規でご指定いただ

いたお客様 （他金融機関からの変更、

6 カ月以内に受け取りを開始される場合

も含みます） 

②当行で公的年金振込をご指定いただ

いているお客様で、定期預金を 30 万円

以上かつ預入期間１年以上の新規もしく

は増額でお預入れいただいたお客様 

キャンペーン期間 平成 21 年 2 月 13 日（金） ～ 平成 21 年 5 月 29 日（金） 

景  品 

先着 10,000 名様 

資生堂製 『薬用ハンドソープセット』  

           ＜薬用ハンドソープ、サボンドール（固形石鹸）＞ 

 
 

以 上 


